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第61回田原市商工会通常総代会開催

令和3年度事業計画・一般会計収支予算

　令和3年5月14日（金）午後3時30分より、崋山会館において第61回
田原市商工会通常総代会（出席者数76名、内委任状出席者50名）を開催
致しました。
　令和2年度事業報告書並びに一般会計収支決算書、令和3年度事業計画
書及び予算案等のすべての議案が滞りなく原案どおり承認されました。

　

Ⅰ　基本方針
　昨年の国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食業及び観光業を中心に経済活動は深刻な打撃を
受け、中小企業、小規模事業者は売上が減少し経営が大変厳しい状況にあります。
　このような状況下で、当商工会はいち早く経営や労務に関する個別相談会を開催し、経営力強化及び雇用確保等
の相談に対応してきました。
　本年度は新型コロナウイルスの影響が長期化し収束が不透明な中、感染拡大の影響を受ける事業者に対してウィ
ズコロナ・アフターコロナ時代を見据えた経済社会の変化に対応するための事業再構築や経営力強化の支援に重
点をおき、以下の取組を中心に経営改善普及事業を進めてまいります。
　１　事業再構築に関する個別相談会の実施
　２　「新型コロナウイルス経営相談窓口」における支援体制の継続
　３　新たに認定された経営発達支援計画に基づいた事業計画策定と実行支援
　４　事業継続力強化支援事業の実施
　また、地域総合振興事業としては、青年部、女性部、商業部会、工業部会の育成指導を行うと共に、田原市や関係団
体と連携し、地域住民を含めた地域経済の活性化に繋がる諸事業に取り組んでまいります。特に経済回復策として
飲食店・宿泊施設限定のプレミアム付商品券事業を実施します。
　尚、各々の事業については、新型コロナウイルスの感染拡大状況を考慮しながら進めていきます。

Ⅱ　重点事業
　１．経営改善普及事業
　　（１）経営発達支援事業　（２）経営相談窓口事業　（３）事業継続力強化支援事業　（４）巡回相談指導
　　（５）若手後継者等育成事業
　２．地域総合振興事業
　　（１）会員加入促進　（２）商工会まつり事業　（３）支部活性化事業　（４）新春懇談会　（５）商品券事業
　　（６）夜店事業　（７）中心市街地活性化事業

令和3年度　事業計画

令和３年度　一般会計収支予算

会費
12,231
（12％）

県補助金
31,500
（31％）

市補助金
26,879（26％）

経常収入
91,562（89％）

収入の部
102,739

伴走型小規模事業者
支援推進事業補助金
10（0.01％）

小規模事業者事業継続力
強化支援推進事業補助金
10（0.01％）

特別賦課金
2,915（3％）

使用料収入
658（0.6％）

手数料収入
10,211（10％）

受託料収入
7,148（7％）

臨時収入
1,706（2％）

繰入引当収入
2,771（3％） 前期繰越収支差額

6,700（6％）

（単位 千円）

支出の部
102,739
（単位 千円）

地域総合
振興事業費
18,168（18％）

総合振興事業費 9,951（10％）

商工業観光振興費 2,934（3％）
税務対策費 72（0.1％）
経営対策費 340（0.3％）
労務対策費 423（0.4％）

青年女性対策費 2,357（2％）
広報費 641（1％）
繰出金 1,450（1％）

経営改善普及事業費
70,116（68％）

管理費
12,764
（13％）

繰入引当支出
582（1％）

予備費
1,109（1％）
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第2回理事会
■開催日時 令和3年6月15日（火）午後3時

■開催場所 田原市商工会館2階研修室

■議　　題 第1号議案　新規会員加入承認について
 第2号議案　田原市商工会の組織について
 第3号議案　田原市商工会顧問について
 第4号議案　商工会まつりについて
 第5号議案　田原市内飲食店・宿泊施設応援プレミアム付商品券事業について

【報告事項について】
1. 令和3年度主要事業について
　（1）個別相談会　
　（2）経営発達支援事業
　（3）支部活動活性化事業
　（4）夜店事業
　（5）役員視察研修事業
　（6）表彰事業
2. 小規模事業者持続化補助金の申請状況について
3. トヨタ自動車の選択式再就労制度に係わる登録企業の募集について
4. 今後の事業・会議等について
5. その他報告・連絡事項
　　・役員変更届について（地域商品券、労働保険事務組合）
　　・ＬＩＮＥでの情報発信について
　　・商品券事業について
　　・会費の賦課基準（役員割）について
　　・慶弔に関する内規について

事　業　所　名 事　業　主　名 地　　区 業　　種

ＲＤＡ愛知ピッコロファーム 長 江 清 仁 神 戸 大 草 地 区 サ ー ビ ス 業

わ い わ い ア グ リ ビ ジ ネ ス 河 合 優 輔 特 別 会 員 農 業

理事会の報告

新規加入会員のご紹介
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■１級土木施工管理技術検定（第１次）受験対策講習会の報告
　本年度も、東三河産業アカデミー人材育成セミナーとして、
1級土木施工管理技術検定（第1次）受験対策講習会を実施しま
した。
　講習会は6月2、4、9、16、23日の5日間、三河ＭＫ事務
所代表 加藤光治 氏、㈱ＤＯＳＵＣＯ技術士事務所代表 松谷孝
広 氏を講師に迎え、田原市商工会館2階研修室で開催し、5企
業13名の方が受講されました。

★お得プレミアム率30％
　新型コロナウイルス感染拡大防止により、外出自粛等で経済的ダメージを受けている飲食店・宿泊
施設を応援するため、飲食店・宿泊施設に限定したプレミアム付商品券の販売をします。また、感染症
対策やキャッシュレス化の推進のため、デジタル商品券も同時に発行します。

区分 紙商品券 デジタル商品券

額面 500円商品券：1セット13,000円（500円券×26枚）を10,000円で販売

販売対象者 市内に住所のある18歳以上の方（平成15年4月1日以前に生まれた方）

申込方法 往復はがき（1人1セットまで） LINEを活用した「プレミアム付商品券オン
ライン販売システム」（1人1セットまで）

申込期間 8月2日（月）～8月18日（水） 10月1日（金）～10月15日（金）

販売数 5,000セット（応募多数の場合抽選） 5,000セット（先着順）

販売先 郵便局（市内11局）（当選ハガキ持参） スマートフォン（LINE）

発行 田原市共同商品券事業協議会

　このたび田原市商工会にて公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました。様々な情報を発信していきま
すので、ご登録をお願いします。

黒枠内のＱＲコードを読み取って友達追加をお願いします。

工業部会コーナー

飲食店・宿泊施設応援たはらプレミアム付商品券販売について

田原市商工会LINE公式アカウントの開設について



4

中小企業退職金共済制度（従業員の退職金共済制度）のご案内
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　愛知県は、緊急事態措置の延長に伴い、飲食店等に対し、6月1日（火曜日）から6月20日（日曜日）
を対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】

（6/1～6/20実施分）」を実施します。

営業時間短縮要請枠
対象期間 2021年6月1日（火曜日）から6月20日（日曜日）まで【20日間】
対象エリア 愛知県内全域

対象事業者 休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者（大企業も含む）
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

営業時間の短縮等

休業 営業時間の短縮
休業

（酒類・カラオケ設備を提供する（酒類
の持込みを含む）施設に限る）

午前5時から午後8時まで

主な要件
・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、ＰＲステッカーとポスターを掲示
・酒類及びカラオケ設備の提供の取り止め（酒類の持込みを含む）

交付額

○中小企業※2
　売上高に応じて4万円～10万円
○大企業
　売上高減少額の4割（最大20万円）

カラオケ設備利用自粛要請枠
対象期間 2021年6月1日（火曜日）から6月20日（日曜日）まで【20日間】
対象エリア 愛知県内全域

対象事業者
・ カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等を運営

する事業者（飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要）
・ カラオケ店（1,000平方メートル以下のもの）

主な要件

・ 業種別ガイドラインを遵守
・ 県の「安全・安心宣言施設」に登録し、ＰＲステッカーとポスターを掲示
・ カラオケ設備の利用の自粛・提供の取り止め
・ 酒類の提供の取り止め（酒類の持込みを含む）

交付額 ・ 飲食店等　　1店舗1日あたり1万円
・ カラオケ店　1店舗1日あたり2万円

※申請方法及び申請期間については、現在調整中です。詳細が決まりましたら、愛知県新型コロナウイ
ルス感染症対策サイト（愛知県HPhttps://www.pref.aichi.jp/）でお知らせします。

問合せ先： 休業・営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設
備利用自粛要請枠】（6/1～6/20実施分）」、｢安全・安心宣言施設｣ ＰＲステッカー等につ
いては、県民相談総合窓口（コールセンター）までお問い合わせください。

 電話番号：052-954-7453
開設時間： 午前9時から午後5時まで（土曜日、日曜日、祝日を含む毎日）

「愛知県感染防止対策協力金（6/1～6/20実施分）」の実施概要について
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労働保険加入のご案内
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　2021年4月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要請・営業時
間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売り上げが減少した中小企業者、酒類販売業
者等に対して応援金を交付します。
1．制度概要
　　〈愛知県中小企業者等応援金〉
種別 一般枠 酒類販売業者枠

対象
中小法人・個人事業者等（本店又は主たる
事務所の所在地が県内にあること）

酒類製造・販売業免許を有する中小法人・
個人事業者等（本店又は主たる事務所の所
在地が県内にあること）

要件

1　対象要件（いずれか）
（1）2021年4月以降の緊急事態措置又は

まん延防止等重点措置に伴い、休業要請・
営業時間の短縮要請を受けて休業又は時
短営業を実施している飲食店と直接・間
接の取引があること

（2）不要不急の外出・移動の自粛による直
接的な影響を受けたこと

2　売上要件
　2021年4月～6月の売上の合計が、2019
年又は2020年の4月～6月の売上の合計
と比較して30%以上50%未満減少してい
ること

1　対象要件
　酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じ
た飲食店と取引があること

2　売上要件
（1）2021年5月,6月の売上が、2019年

又は2020年5月,6月の売上と比較して
50%以上減少していること

（2）2021年5月,6月の売上が、2019年
又は2020年5月,6月の売上と比較して
30%以上50%未満減少していること

交付額

　2019年又は2020年の同期と比較した
2021年4月～6月の合計売上減少額（中小
法人：上限40万円、個人事業者：上限20
万円）、1回限り
※愛知県中小企業者等応援金（酒類販売業

者枠）との併給調整有り

　2019年又は2020年の同月と比較した
2021年5月,6月の売上減少額（中小法人：
上限20万円、個人事業者：上限10万円）、
月ごと
※国の月次支援金又は愛知県中小企業者等

応援金（一般枠）との併給調整有り

２．申請受付 制度の詳細や申請受付期間・申請方法等は、決定次第、県WEBページ等でお知らせします。
 ※ 詳細は愛知県のホームページで公開されています。（https://www.pref.aichi.jp/）

日　程 行　事　名 時　間 場　所

8月27日（金） 商工会理事会 15：00～ 田原市商工会館

9月8日、15日、22日 一級土木施工管理技術検定
（第２次）受験対策講習会 9：00～17：00 田原市商工会館

10月13日（水） 優良従業員表彰式 16：30～ 田原市商工会館

愛知県中小企業者等応援金について

今後の行事予定


